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令 和 ２ 年 第 １ 回 小 城 市 議 会 臨 時 会 提 案 理 由  

（ 令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。 本 日 こ こ に 、 令 和 ２ 年 第 １ 回

小 城 市 議 会 臨 時 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 3 4 号  小 城 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 に つ き ま し て は 、 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 が 公 布 さ れ た こ と に よ り 、 小 城 市 税 条 例 等 の 一 部

を 改 正 し た も の で 、 所 有 者 不 明 土 地 等 に 係 る 固 定 資 産

税 の 課 税 上 の 課 題 に 対 応 す る た め 、「 現 に 所 有 し て い る

相 続 人 等 の 申 告 の 制 度 化 」に 関 す る こ と や 、「 使 用 者 を

所 有 者 と み な す 制 度 の 拡 大 」 に 関 す る こ と 、 そ の 他 元

号 の 改 元 対 応 な ど 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 っ た も の で

ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 3 5 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 税 法 施 行 令 等

の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に よ り 、 小 城 市 国 民 健 康 保 険

税 条 例 の 一 部 を 改 正 し た も の で 、 国 民 健 康 保 険 税 の 課

税 限 度 額 の 引 上 げ と 、 低 所 得 者 に 係 る 国 民 健 康 保 険 税
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の 軽 減 判 定 所 得 の 基 準 を 拡 充 し た も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 3 6 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 ８ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総

額 に 変 更 は な く 、 歳 入 予 算 額 の 一 部 を 補 正 し 、 歳 出 予

算 の 一 部 の 財 源 を 組 み 替 え た も の で ご ざ い ま す 。  

 補 正 の 主 な 内 容 は 、 地 方 譲 与 税 、 各 種 交 付 金 及 び 地

方 交 付 税 等 の 額 の 確 定 に よ り 増 減 額 し 、 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 へ の 対 応 に 伴 い 、 国 県 支 出 金 を 追 加 し 、

基 金 繰 入 金 を 減 額 す る も の で す 。  

 

以 上 の ３ 議 案 に つ き ま し て は 、 議 会 を 招 集 す る 時 間

的 余 裕 が な か っ た た め 、 や む を 得 ず 地 方 自 治 法 第 1 7 9

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、３ 月 3 1 日 付 け で 専 決 処 分 を い

た し ま し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告

し 、 議 会 の 承 認 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 3 7 号  小 城 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 で ご ざ い ま す が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急

経 済 対 策 に お け る 地 方 税 法 等 の 一 部 が 改 正 さ れ る こ と

に よ り 、 小 城 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で 、 中 小

事 業 者 等 が 新 規 に 設 備 投 資 し た 償 却 資 産 等 の 拡 充 に 係

る 固 定 資 産 税 の 「 課 税 標 準 の 特 例 」 に 関 す る こ と や 、

軽 自 動 車 税 の 「 環 境 性 能 割 の 臨 時 的 軽 減 の 延 長 」 に 関

す る こ と 、 事 業 者 の 収 入 が 大 幅 に 減 少 し た 場 合 の 「 徴
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収 猶 予 制 度 の 特 例 に 係 る 申 請 手 続 き 」 に 関 す る こ と な

ど 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 3 8 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

感 染 症 に 感 染 し た 被 保 険 者 等 に 対 し 、 傷 病 手 当 金 を 支

給 す る た め 、 小 城 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る も の で 、 感 染 し た 場 合 又 は 感 染 が 疑 わ れ る 症 状 が 現

れ た こ と に よ り 療 養 し 、 労 務 に 服 す る こ と が で き な い

被 保 険 者 の う ち 、 給 与 等 の 支 払 い を 受 け て い る も の に

対 し て 、 一 定 期 間 に 限 り 傷 病 手 当 金 を 支 給 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 3 9 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、 そ れ ぞ れ

4 9 億 1 , 8 3 8 万 ５ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 5 5 億 5 , 7 9 3 万 ４ 千 円 と す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

そ れ で は 、 補 正 の 主 な も の に つ い て 、 ま ず 歳 出 か ら

御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

今 回 の 補 正 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 に 関
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係 す る 費 用 に つ い て 、 早 急 に 対 応 す る 必 要 が あ る も の

つ い て 計 上 す る も の で す 。  

第 ２ 款  総 務 費 で は 、国 か ら 示 さ れ ま し た 一 人 1 0 万

円 を 支 給 す る 「 特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 業 」 を 計 上 す る

も の で す 。  

第 ３ 款  民 生 費 で は 、 子 育 て 世 代 へ の 支 援 と し て 、

対 象 児 童 一 人 に つ き １ 万 円 を 支 給 す る 「 子 育 て 世 帯 へ

の 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 」 を 計 上 す る も の で す 。  

第 ７ 款  商 工 費 で は 、 市 内 の 事 業 者 を 応 援 、 支 援 す

る た め の 「 小 売 店 舗 等 復 興 応 援 券 事 業 」、「 店 舗 休 業 支

援 金 事 業 」、「 事 業 継 続 応 援 給 付 金 事 業 」 を 計 上 す る も

の で す 。  

第 1 0 款  教 育 費 で は 、臨 時 休 校 に よ っ て 、学 校 給 食

の 提 供 を 受 け ら れ な い 生 活 困 窮 者 に 対 し 対 象 者 一 人 に

５ 千 円 を 給 付 す る 「 就 学 援 助 特 別 給 付 金 事 業 」 を 計 上

す る も の で す 。  

 

以 上 、 歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 事 務 事 業 に 伴 う 国 庫 支 出 金 及 び

諸 収 入 を 計 上 し 、 財 源 調 整 と し て 基 金 繰 入 金 を 計 上 す

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 4 0 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、 そ れ ぞ れ 1 3 0 万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の
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総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 8 億 8 , 7 8 7 万 ８ 千 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 で は 、 新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 県 補 助 金 、 歳 出 で は 、 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 感 染 し た 被 保 険 者 等 へ 支 給 す る 傷

病 手 当 金 を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、 今 臨 時 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ

き ま し て は 、 そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 御

審 議 の 上 、 御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上

げ ま し て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


